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トスカーナ大公国の領域構造

コジモー世時代

齊藤寛海

はじめに

　本稿の罠的は，トスカーナ大公国の領域構造の概要を理解することである。大公フェルデ

ィナンドー世は，自己の地位を「神の恩寵により，第三代のトスカーナ大公にして，第四代

のフィレンツェ公およびシエーナ公であり，エルバ島のボルトフェッライオ，カスティッリ

ョーネ・デッラ・ペス四一イア，およびジッリョ島の領主であり，サント・ステーファノ騎士

団の団長である」と表現している（細。この表現に基づけば，第一代のフィレンツェ公はア

レッサンドロ（メディチ家），第一代のシエーナ公はフェリーベ（後のスペイン国王フェリ

ーペニ世），そして第二代のフィレンツェ公およびシエーナ公が，初代のトスカーナ大公に

なったコジモー世（メディチ家傍系）であり，第二代の大公にして第三代のフィレンツェ公

およびシエーナ公がフランチェスコー世である，ということになる。いずれにせよ，この表

現が示すように，トスカーナ大公という称号は，幾つかの地位の総体に対して与えられたも

のであり，したがって，トスカーナ大公國は，それぞれの地位に対応する支配領域が集合し

た複合的な領域構造をもっていた。

　それだけではない。周知のように，フィレンツェは，コンタードを制圧して都市国家を形

成し，次いで近隣の都市国家を服従させて支配領域を拡大して，ここに幾つかの旧都市国家

からなる多少とも領域的な国家を形成した。とはいえ，環実にフィレンツェの支配領域を構

成する要素は，いまだに多少とも自律性をもつ旧都市国家だけではなく，それまでフィレン

ツェやこれらの都市国家に対して独立性を保ってきた農村共同体（農村コムーネ）や封建領

主など，そのほかの多少とも自立的な要素も混じっていた。フィレンツェ共和国時代のこの

ような領域構造は，大公國時代にも解消することはなかった。コジモー世は，フィレンツェ

の支配領域に中央権力を浸透させようと努力したが，一方ではその構成要素のそれぞれがも

つ不均質な従来の特権を解消することはできず，そのためにこの支配領域は，きわめて多数

の不均質な部分からなる集合体という様相を示していた。本稿では，大公国の基本構造が形

成されたといわれるコジモー世時代（鋤を中心に，この大公国の領域構造を概観する。

第一章　大公国の領域構造

　フィレンツェ共和国は，皇帝に従属しない自由な国家，すなわちフランス王国，ヴェネツ

ィア共和国，教皇国家，などと同じ地位をもつとみなされてきた（樹。しかし，同共和国が
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1530年に皇帝の軍隊に降伏したことを契機として，皇帝との関係が改めて問題となった（糊。

1530年，メディチ家出身の教皇クレメンス七三（在位，1523－34）は，自分の庶子アレッサン

ドロをフィレンツェに送り込み，皇帝カール五三は，アレッサンドロ圃を世襲の「フィレ

ンツェ共和国の政府，国家，体制の長」として，すべての旧政府機関を統括する権限を与え

た。32年の国鰯改革で，アレッサンドロは，フィレンツェの有力者たちによって，ヴェネツ

ィア共和国の頭領に準じる「フィレンツェ共和国の公」（duca　della　repubblica　fiorentina）

とされた。　r頭領」（doge）と「公」（duca）は，いずれもラテン語の「指揮者」（dux）に

由来し，意味が重なり合う。37年にアレッサソドロが暗殺されると，メディチ家傍系のコジ

モ（37－74）（串6）が，フィレンツェの有力者たちによって「都市フィレンツェの政府，その支配

領域，および都市フィレンツェの諸役入と諸役所の長にして第一人者」の地位を与えられた。

岡年，皇帝はコジモに「フィレンツェ共和国の政府と支配領域の長にして第一人者」（caput

et　primarius　gubemis　status　atque　dominii　reipublicae　florenti臓e）の地位と，「フィレン

ツェ共和国の公」という世襲の称号を承認した。このことから当時の法学者は，この公位を

マントヴァなどの公言と同じく皇帝に従属するものとみなしたが，コジモと彼を取り巻く法

律家は，公位は共和国から継承した伝統的な自由に基づくものであるとみなして，その皇帝

への従属を否定した。いずれにせよ，以後，コジモは法的には根拠のない「フィレンツェ

公」（duca　di　Fiorenza）を自称する。

　55年，コジモとカール五世との連合軍がシエーナ共和国を降伏させる（刈と，皇帝は自分

の息子フェリーベを「シエーナ公」（duca　di　Siena）とし，この旧共和国の領域における終

身の皇帝代官に任命した。フェリーベは，56年にスペイン国王となると，翌57年に，この領

域が三三の封地であることを封建法によって確認し，皇帝代官の資格においてこの領域を

（ナポリ三王領に併合した五つのスペイン軍駐屯地を除いて）コジモに封地として与えた。

コジモを取り巻く法律家は，「シエーナ公」位については皇帝に従属するが，「フィレンツェ

共和国の公」位については従属しないと主張した。いずれにせよ，以後，彼は「フィレンツ

ェとシエーナの公」（duca　di　Fiorenza　e　Siena）と自称した。やがて，コジモの長年にわた

る工作が実を結び，彼は69年にヴァティカンで戴冠式をおこない，教皇から鉢スカーナ大

公」（granduca　di　Toscana）の称号（＊8）を与えられたが，教皇は大公を「自由かつ真正の君

主」（dominus　liber　et　directus），すなわち皇帝から独立したものとみなした。皇帝マクシ

ミリアンは，これを帝国所属のトスカーナに対する教皇の越権行為だとして抗議したが，76

年に同皇帝は，大公が皇帝への臣従を承認することと引換に，改めて同じ称号（magnus

dux　Etruriae，エトルリアはトスカーナの雅名）をコジモの息子フランチェスコ（1574－87）

に対して承認した。しかし，その後間もなくフランチェスコは，皇帝による承認を教皇によ

る承認の追認，すなわち皇帝から独立した大公位ということの追認とみなそうとした。ここ

に，大公国と帝国との関係をめぐる微妙な問題の火種が置かれたのである。本稿では，称号

をめぐる経緯にはこだわらずに，便宜上コジモを大公とよぶ。

　コジモの治世の終わり頃の大公團は，四つの類型の領域から構成されていた（＊9）。㈲「フ

ィレンツェ国家」（stato　di　Firenze）または「旧国家」（stato　vecchio）とよぼれる，旧フ
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イレンツェ共和国の領域。この国家には固有の統治機構があった。（B）「シエーナ圏家」

（stato　di　Siena）または「新国家」（stato　nuovo）とよばれる，旧シエーナ共和国の領域

（上記のスペイン軍駐屯地は除く）。ここにも固有の統治機構があり，フィレンツェ国家の

統治機構がこの国家を統治することはない。フィレンツェ国家とシエーナ国家とは，法的・

機構的にはあくまでも別個の下家であり，一方の国民は他方において，法的には外国人とし

て取り扱われた。両国は，大公の「人格における統合」（unione　personale）をなす同君連

合でしかな：い。（C）大公を「領主」（signQre）とする領域。すなわち，ルニジャーナ地方G

スカーナ北東部）にあるフィラッティエーラ（1549年に取得），グロセットの西方の海岸地

帯にあるカスティッリョーネ・デッラ・ペスカーイア侯爵領（54年に取得，次いでナポリ副

王の娘である妻エレオノーラに授封，妻の死後回収），そしてエルバ島にあるボルト・フェッ

ライオ（57年にフェリーペニ世より受封）。これらの諸領域は，上記両国の統治機構によっ

て統治されることはなく，両国から独立した領域として，大公が任命する「管理者たち」

（mil／istri）によって統治された。（D）「封地」（feudo）。これは受封者によって支配される領

域であるが，大公と飛騨者たちとの関係は不均質であり（後述），したがって大公の封地に

対する関係には法理彫上は偏差があった。なお，メディチ家はウルビーノ公国に世襲領地を

もっていたが，この領地はトスカーナ大公国の構成部分とはならない。

　トスカーナ大公国では，ナポリ王園やサヴォイア公国とは違って，封地（寒10）は周縁的かつ

限定的な存在であった。メディチ期には，封地についての調査や，封地と大公との関係につ

いての整理がなされず，ロレーナ期になってそれがなされた。1737年にメディチ家が断絶す

ると，ロレーナ（独・ロートリンデン，仏・ロレーヌ）家のフランツ・シュテファンがフラ

ンチェスコニ世として大公位を継承し，ここに大公国のロレーナ期が始京る。さて，ロレー

ナ期の1749年の「封建法」（iegge　feudale）では，封地を三つの類型に分類して整理してい

るので，それにしたがって見ていく。（a）大公封地。大公が設定した封地であり，大公を封主

とし，受地者はその封距となる。（b）皇帝封地。皇帝が設定した封地であり，その受思者は大

公に保護を求めて「託身」（accomandigia）をすることにより，大公は彼を保護する義務を

もつ。大公とこの「野飼者」（raccomalldato）との関係は，！6世紀の法的解釈では，自己

の支配領域ではそれぞれが「主権者」（sovrano）である「力に差のある者」（disuguale）の

問での「同盟」（cOnfederazione）関係，換雷すれば三身契約は「封建法的な装いの下での

真の国際的な条細であったが，18世紀の解釈では，それが支配・従属関係に変化したとい

う。いずれにせよ，大公とこの種の受晒者との関係が同盟関係なのか，支配・従属関係なの

か不明確であったのは，上述のように大公と皇帝との関係自体が確定していなかったからで

ある，と思われる。（c）混合封地。封地の設定は皇帝や教皇によるが，時の経過の中で征服あ

るいは自発的・強制的な合意により，フィレンツェあるいはシエーナの「上位支配禍（alto

dominio）を承認し，次いで（両国の権力を継承した）大公の支配権を承認したもの。さて，

コジモの時代には，開封者は大公との問に蒋臣関係があるのか，あるいは大公の保護を受け

るだけであるのかという漠然たる区別しかなかったが，この区別に基づいて，大公税の負撫

義務の有無については差異が設けられた。
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　メディチ期の大公国の封地について調査した研究（組）によると，コジモー世以前から存在

した封地は20個，うち教会・修道院のものは5個。コジモー世は9個の封地を翻設・授封し，

フランチェスコー世（74－87）は1個，フェルディナンドー世（87－1609）は7個，コジモニ世

（09－21）は5個，フェルディナソドニ世（21－70）は32個，コジモ三世（70－1723）は8個，メデ

ィチ家最後の大公ジャン・ガストーネ（23－37）は2個。メディチ家の大公たちは，200年にわ

たって合計64個を設定したが，うち48個（75％）は17世紀のものである。コジモー世以前か

らのものを含めて，封地のほとんどは，トスカーナ東部の山岳・丘陵地帯と，ピサ・シエー

ナ・キウジを結ぶ線以南のトスカーナ西南部との，いずれも人口過疎の地帯に集中している。

これらの封地に関する本格的な研究はまだなく，その実態は明確になってはいない。しかし，

トスカーナとりわけフィレンツェ国家の領域はイタリアでも最も都市化現象が顕著な地方で

あった（＊12｝が，コジモー世以前からの封地の受封者は，活発なトスカーナ諸都市によるいわ

ゆるコソタード征服の過程において（それを生き延びても）自己の権力を大幅に縮小せざる

をえなかったと思われるし，また大公たちが設定した封地は，数の上では圧倒的に多い（全

体の76％）が，それらは国内各地の有力者を大公権力の支持基盤として編成するために彼ら

に与えたものであるから，いずれも大公権力にとって脅威となるものではなかった，と思わ

れる。

　トスカーナ大公團を構成する上記A，B，　C，　D四種類の要素は，法的・機構的セこは相互

に独立しており，それぞれが直接大公の支配下に置かれていた。（Dの皇帝封地については

問題が残るが，これ以上は立ち入らない。）またC，Dは，それぞれがさらに幾つかの領地，

封地からなっていたが，これらの領地，封地は相互に独立し，それぞれが直接大公の支配下

に置かれていた。したがって，大公国を構成するこれら多数の要素は，大公の人格において

のみ統合されていたということになる。ところで，大公国内部におけるこのような法的・機

構的な分裂を幾分なりとも補償したのが，シエーナ受封後の1562年にロジモが創設し，代々

の大公を団長とするサソト・ステーファノ騎士団（＊13）である。ムスリムとの海戦を圏的とし

て結成され，貞潔の誓いを必要としないこの騎士鋼には，トスカーナ各地の有力な家族の三

三が入団した。また，同騎士団の「騎士禄」（commenda）を設定するために自己の資産を

騎士団に寄贈した者は，団長から騎士身分とその騎士禄からの収入とを家系が断絶するまで

授与されたらしい。この三度により，新興家族の者であっても騎士身分を手に入れることが

できたのである。のみならず，商人貴族が地主貴族に変質していく時代において，この制度

は，家族の土地財産を事実上の世襲財産として保全するための格好の手段を提供したらしい。

いずれにぜよ，騎士団の土地資産は急速に増大し，やがてはトスカーナ最大の土地所有者と

なる。政治的には，騎士団は，トスカーナ各地の有力な地主に財産の保全と騎士身分とを保

証することによって，団長である大公に彼らの忠誠を確保するとともに，法的・機構的に分

裂している大公国各地の有力者層を団結させることによって，大公国内部の人的な連帯を図

った，と思われる。
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第2章　「フィレンツェ国家」の内部編成

　「フィレンツェ国家」は入口・面積ともに，とりわけ入口では圧倒的に，優越した構成要

素であった。その領域は，共和国時代と同様に，法的にはコンタードとディストレットに区

分されていた（棚）。コソタードは，一般に次のように理解されている。すなわち，各地の司

教は，9世紀末以降に世俗権力（伯権力）を吸収して司教伯となるが，司教伯の権力は，司

教座都市だけではなく，「伯管区」（comitatus）と一致する司教区全体に対する支配権をと

もなう。都市住民の結成した都市コムーネ（都市共同体）が，11世紀宋・12世紀初以降，司

教伯からこの世俗権力を移譲される。都市コムーネの支配権は，司教区すなわち旧伯管区と

一致する「コン随一ド」（contado，　comitatusに由来する）に及ぶというのがその主張であ

り，都市コムーネが12・13世紀の過程でコソタードを現実に制圧する過程で，この主張に基

づくコソタード概念が普及した。とはいえ，まだその周縁部には服従しない地域も残り，独

立の農村コムーネ（農村共同体）や封建領主が存在していた。コンターヂが制圧されると，

近隣の都市コムーネ同士が対立する蒔代がきた。周知のように，フィレンツェは，13世紀後

半に経済力と人口を飛躍的に増大させ，13世紀末にはトスカーナの覇権をほぼ確立し，！4世

紀中葉以降になると近隣の都市コムーネなどを次々に従属させた。コソタード以外の，この

新たに支配地域となった部分が，フィレンツェではディストレットとよぼれた領域である。

しかし，フィレンツェのように両者を区甥することは必ずしも一般的ではなかった瞬5）。い

ずれにせよ，フィレンツェと，ディストレットの都市コムーネ，農村コムーネ，封建領主な

どとの関係は，少なくとも初期（14世紀末期・15世紀初期以前）においては，「降伏条約」

（capitolazione）に基づく同盟的な関係とみなされた〈寧16＞。フィレンツェは，それにしたが

って都市や農村コムーネの規約や慣習，あるいは封建領主の領地の慣習などを尊重する義務

をもったのであり，コンタードでフィレンツェの法が直接適用されたのとは対照的である。

以上が，コンタードとディストレットについての一般的な図式である。

　しかし，現実はこの図式から乖離していた。フィレンツェにおけるコムーネの誕生は，ト

スカーナー帯を支配したカノッサ女伯マティルデが死亡し，その家系が断絶した1115年の直

後とされる。それから間もない25年に，フィレンツェは北東約6キロにある都市フィエーゾ

レを征服し，破壊して，｛西陽をフィレンツェに強制移住させたが，以後，フィレンツェのコ

ンタードは，フィレンツェ司教区とフィエーゾレ司教区（同司教区自体は存続する）との二

つの司教区からなるものとされた困η。また，！4世紀末から！5世紀前半には軍事費が際限な

く膨張したので，フィレンツェは，上記の図式ではディストレットに属する地域の一部をコ

ソタードに編入し，旧来のコンタードと同様に課税して自己の直接の財政基盤を拡大した。

旧コンタードと対比して，これは新コンタードというべきものである（寧’8＞。フィレンツェの

近隣にあるプラートは，ピストイア司教区周縁部の「防備集落」（castello）に起源をもつ都

市であるが（＊三9），1140年にはコムーネが誕生し，やがて自己のコン随一ドをもつにいたった。

135！年にフィレンツェに従属したが，その都市コムーネとコンタードはいずれも，1427－30

年（第一回カタスト）にはフィレンツェのコンタードに編入されている（寧20）。また，16世紀
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末以降に港湾都市として大発展するリヴォルノは，元来はピサの支配領域の小集落であった

が，1406年にピサがフィレンツェに従属する際にジェノヴァの支配下に入り，142ユ年にフィ

レンツェがジエノヴァから購入すると，フィレンツェからは遠隔地にあるにもかかわらず，

海港としての重要性のゆえにフィレンツェのコンタードに編入された（寧21）。

　ディストレットの各地に対するフィレンツェの支配が確立すると，両者の関係は，初期の

同盟的な関係から事実上の支配・従属関係へと次第に移行した（＊22＞。これと並行して，コン

タードとディストレットとの差異は，それが消滅することはなかったとはいえ，いみじくも

新コソタードの形成に象徴されているように，事実上は次第に相対化されていく傾向にあっ

たものと思われる。コジモ治世の1551年の規定では，中央政府が地方に派遣する財務宮たち

は，徴税について「その徴税区がコソタードのものであれ，ディストレットのものであれ」，

同じ手続で二野区の（在地の）財務役に通告しなければならないとして，両者における平門

手続については区別していないく＊23）。ただし，直接税は，フィレンツェとコンタードには

！495年以降デチマ税（自己申告に基づく各世帯の土地，家屋，その他の課税対象となる建造

物からの収益に課税）が導入され，これに対してディストレットにはエスティーモ税（隣人

団体によって評価された各世帯の資産に対して課税）が以前から課税されていた（率24）ので，

両直接税の負担の実態はともかく，その査定方法自体には差異があった。なお，メディチ期

末期の1735年に作成されたトスカーナ大公圏国制についての概要を記した著作では，地方行

政についても民兵編成についてもコソタードとディストレットとを区別した記述は見られ

ず（＊25），この時点までに両者の差異はかなりの程度相対化されていたものと思われる。

　さて，フィレンツェ国家の領域において，地方行政の単位はどのように編成されたのであ

ろうか。まず，行政単位編成の基盤となった「地域共同体」（comunita）について見ていこ

う（＊26）。農業・牧畜を生業とする丘陵・山岳地帯には，比較的均質な住民からなる「無防備

集落」（vi11a　aperta）や「旧防備集落」（al／tico　castello）を中核とする地域共同体があり，

その共有地は住民の共同体的生活の基盤となっていたが，ここでは地域丁丁体の運営は全住

民集会においておこなわれていた。より大きな人口をもつ大規模な「防備集落」（castello）

や「農業都市集落」（borgO）にな：ると，これらの集落を中核とする地域共同体の役員や評

議会構成員の配分をめぐって，家族間や階層聞，あるいは中心集落の住民とその外部の住民

との問に対立・緊張関係が見られた。こうした集落の一つであるフィヴィッツァーノでは，

「今日では市壁で顯まれている」中心集落の内部の医師，公証人，商人を含む住民と，これ

まで地域共同体の評議会で多数を占めてきたその外部の｛三民との間で，1561年には対立が激

化してきた。さらに大きな集落には，単なる「都市的集落」（terra）と，「都市」（citta）の

称号と広範な裁判権などの特権とをもつ都市集落があった。「都市的集落」には，コッレ

（ディ・ヴァルデルザ），カスティリオン・フィオレンティーノ，など多数があり，「都市」に

は，アレッツォ，ピサ，ピストイア，ヴォルテッラ，コルトーナ，ボルゴ・サン・セポルク

ロ，そして156！年に司教座が設置されて賭弓」の資格要件を満たし，同年「都市」に昇格

したモンテプルチャーノがあった（寧2η。フィレンツェのコンタードに編入されたプラートは，

このような法門的な意味における「都市」ではない。リヴォルノも，フィレンツェのコンタ



齊藤：トスカーナ大公圏の領域構造 77

一ドに編入されており，16世紀にはまだ「都市」ではない。さて，　「都市」はもちろん，プ

ラートのような「都市的集落」も固有のコンタード（あるいはコンタードとよばれた周辺領

域）をもっていた（摩28）が，　「都市」・「都市的集落」とそれぞれのコンタードとからなる地域

共同体の内部では，両老の関係は多様であった。地域共同体の評議会の構成員になる資格は，

モンテプルチャーノでは，中核都市の住民かそのコンタードの住民かということには関係な

く与えられたが，アレッツォ，プラート，コッレでは，いずれもそのコンタードの住民には

与えられなかった。また，中核都市の自治的機関（独立都市国家蒔代の政府機関を継承した

もの）の高級役職への就任資格は，ボルゴ・サン・セポルクロでは，帝民権［市民権は役職

就任権を具体的な主要内容とする〕の所有者がもっていたが，それ以外の「都市」では，サ

ント・ステーファノ騎士団の結成以降は，世襲的・閉鎖的な貴族層を形成する同騎士団員に

留保されていた（＊29）。

　このような地域共同体を分類するための語彙として，行政・法制史料には，それぞれの意

味が明確でも一義的でもないが，「都市」（citt濁，「都市的集落」（terra），［自治的機関をも

つ農村下期体，すなわち農村コムーネである］「農村」（comUIle），「小農村」（villa），行政

単位としての「小教区」（popolo），という用語がある（寧30）。この「小教区」は教会行政の単

位である「小教区」の社会的なまとまりと同一であり，両者は地域としては一致する（＊鋤。

さて，ディストレットの農村（共同体）は，固有の徴税権，共有財産，部分的な自治権をも

ち，さらに農・牧・林地警察に関する「農村規約」（statuti　rurali）とその改正権をもって

いた。フィレンツェのコンタードにおいてさえ，カルミニャーノやアルティミーノのような，

自己の規約，評議会，役職をもつ大規模な農村（共同体）があるのみならず，その単なる小

教区でありながら，固有の収入，共有地，規約作成権をもつものもあった。また，コンター

ドにおいてもディストレットにおいても，幾つかの小教区が防衛などのために集合し，「渓

谷共同体」（comunita　di　valle）のような，地域共同体としての胴盟」（lega）を結成して

いることがあった（＊32）。これらは地域共同体圏）としての共有財産，固有の立法権をもって

いたが，同盟の役職は各小教区の重要性に応じてそれぞれに配分されていた。都市，都市的

集落，あるいは大規模な防備集落［すな：わち農村］のそれぞれの中核部分と，それらを取り

巻く隣接の諸小農村とが一緒になって，法的には一つの地域共同体を形成していた。このよ

うな地域共同体の内部における両者の関係は，上記の同盟における小教区同士の対等・平等

の関係とは異なって，前者が後者を支配する支配・従属の関係であった。都市や大規模な都

布集落の場合には，それらを申核とする地域共同体の評議会から小農村の住民が排除された

が，しかし，ロマーニャ地方［その西端の一部はフィレンツェ国家の領域をなす］の防備集

落の場合には，小農村の住畏は評議会において少数派ではあったが，排除はされなかったの

である。このことが示すように，地域共同体の中核となる集落が［農村のような1小集落で

ある場合には，地域共同体を統合するその力は弱かったといえる。

　コジモー世の地方行政の対象となる地域共同体の内部構造は，共和政時代のそれを継承し

て複雑な様相を示していた。地域共同体は，現地の状況に基づいて形成されたので，地方ご

とに異なる構造をもっていた。にもかかわらず，地方の歴史はわずかしか研究されていな
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い（棚〉ので，地域共同体のそれぞれの構造については不明な点が多い。いずれにせよ，コジ

モー世とその後継者たちは，圏家を多数の［不均質な］地域共同体の集合体として理解して

いたのである（＊3‘）。さて，1551年には徴税組織（寧36）が，F小教区」，「地域共同体」，「ポデスタ

管区」（podesteria），　「ヴィカジオ管区」（vicariato））ないしは「カピターノ管区」

（capitanato），の四つからなるものに編成された。カピターノとヴィカジオとは，ともに中

央から地方に派遣される行政四丁裁判官職の名称であるが，両者の問に明確な権限の差異や

上下関係はない。一般的な図式としては，小教区の（在地の）財務役が小教区の各世帯から

徴税して，それを地域共同体の財務役に引き渡す。後者はそれをポデスタ管区の（中央政府

から派遣される）財務役人に引き渡し，彼はそれをさらにヴィカリオ管区ないしはカピター

ノ管区の財務役人に引き渡し，この最後の役人が国庫に納入する。この税がフィレンツェの

コンタードから徴収されるデチマ税であれ，ディストレットから徴収されるエスティーモ税

であれ，この徴収方法自体には差異がなかった。さて，この図式にしたがえば一般に，幾つ

かの小教区から一つの地域共同体が構成され，幾つかの地域共同体から一つのポデスタ管区

が構成され，幾つかのポデスタ管区から一つのヴィカリオ管鷺あるいはカピターノ管籔が構

成されることになる。しかし，ポデスタ管区の地域共同体は，それが「農村」や胴盟」な

どである場合には，一つの管区は幾つかの地域共同体から構成されるが，それがプラートや

ポッジボンシのように「都市的集落」である場合には，一つだけから構成された。カピダー

ノ管区の場合も同様であり，コルトーナやボルゴ・サン・セポルクロのような「都市」の場合

には，一つの地域共同体（都市とコンタードからなる）だけから一つのカピターノ管区が構

成されることもあった（＊3η。

　このような編成が，原則として，フィレンツェ国家の地方行政の基盤であった。地方行政

に重要な役割を果たす「フィレンツェの正義と統治の管理者九人委員会」（nove　conser－

vatorl　deila　gius亡izia　e　dei　domillio　di　Firellze）は！560年に設置され，この中央機関が派遣

する書記官はそれぞれの「書記官管区」（cal／celleria）（柵）を管轄したが，同管区は一つない

しは幾つかのポデスタ管区から構成されたので，ヴィカリオ管区ないしはカピターノ管区と

重なり合うこともあった。この書記官は，管区内の地域共岡体の（積税台帳などの）公文書

すべてを管理し，それぞれの財政収支や規約の遵守などを監督したのみならず，必要に応じ

てポデスタ管区やヴィカリオ管区などでの審議・決定にも参加したので，地方行政における

きわめて重要な存在であった。また，裁判管区く＊39）についても，このような編成がその基盤

となっていた。民事裁判権と刑事裁判権とは，原則として分離されていた。民事裁判管区を

なすのはポデスタ管区と一部のヴィカリオ管区であり，刑事裁判管区は一部のヴィカリオ管

区とカピターノ管区であった。一般に，一つの刑事裁判管区には幾つかの民事裁判管区が含

まれており，カピターノ管区にはポデスタ管区や民事裁判管区であるヴィカリオ管区が，ま

た刑事裁判管区であるヴィカリオ管区には幾つかのポデスタ管区が含まれていた。とはいえ，

現実はこのような図式からはみだしていた。プラート，コッレ，サン・ジミニャーノ，など

の有力な「都市的集落」をそれぞれが含むポデスタ管区は，民事裁判権のみならず刑事裁州

権をももち，裁判管区としてそれだけで独立していた。裁判官は中央から派遺されたが，裁
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判は各地域共同体に固有の規約・慣習を多少とも尊重しつつおこなわれた。ところで，フィ

レンツェのコンタードの各地域共同体の規約は，1415年のフィレンツェの「一般規約」

（statuto　generale）の「付則・補遺」（appendici　e　supplemellti）にあたり，　［原則として］

両者の問に矛盾・対立はないものとされた。一方，ディストレットの各地域共周面の規約は，

〔フィレンツェへの従属以前からの伝統をもち，］フィレンツェの規約とは別個のものであ

ったが，大公はこの固有の規約に基づく地域共同体の自律性を，上記の地方行政・裁判機構

を手段として排除するように努めた（醐。

　「シエーナ国家」についても触れておこう岡）。カール五世は，1555年の降伏条約におい

て旧共和国の制度機構の保全とシエーナの支配階層のそれへの参加とを約束し，同皇帝から

シエーナ国家を糠南されたコジモもこの約束を引ぎ継いだ。同国家に対して大公は，自己の

代理として「総督」（goverllatore）やその「代官」（1uogotenente）を派遣し，その監督の

下で旧共和國の政治機関は，フィレンツェの場合と同様，大公の命令を遂行する行政機関と

しての性格を強めていった。領域構造も，コンタードとディストレットの区別がないことを

除けば，フィレンツェ国家のそれと基本的に同様であり，地方行政はフィレンツェ国家のそ

れをモデルとしておこなわれた。

おわりに

　トスカーナ大公國は，コジモー世の時代には，大公がそれぞれ別の資格で支配する四種類

の領域を大公の入格において統合したものであり，懸種類の領域は，それぞれの内部が多少

とも不均質な特権をもつ幾つかの要素から構成されていた。このような領域の基本構造は，

ロレーナ家の大公レオボルドー世（1765－90）による改革まで継続するという（＊42）。その一方

では，大公團最大の領域であるフィレンツェ国家において，コンタードとディストレットと

の差異が次第に相対化され，同時にこの両者のいずれの内部でも各地域共同体がもつ不均質

な特権がおそらくは次第に均質化されて，フィレンツェ断面内部の全般的な均質化が事実上

ある程度は進展していったと思われる。均質化の点では，シエーナ厨家も同様であろう。ま

た，メディチ期末期の大公国内の武器（大砲・小銃）の配備状況を見てみる（禰と，領域の

種類には関係なく，大公国の防衛という全体的観点から統一的に配備されている。このこと

から，大公国全体の統合化も事実上ある程度は進展していったのではないかと思われる。こ

のような状況が，コジモー世以降の大公鷹の領域構造の概要であろう。

　大公国の領域構造についての研究は，フィレンツェ国家とシエーナ国家についてようやく

始められたばかりであり，その他の部分については本格的なものはまだないといってよい。

したがって，今後の研究にまつ部分がきわめて大きいが，その中でもとくに重要だと思われ

るものをあげておこう。大公の法的性格が明確でないこと，とりわけフィレンツェ国家をめ

ぐる大公と豊帝との関係が明確ではないことにより，大公国の法的構造，すなわち大公国全

体の国家的な枠組みのありかたが明確ではない。この問題をめぐる歴史的経緯を明らかにす

ること。大公と地域共同体および封建的領主との関係は，大公の上記の均質化・統合化への

指向と共同体・領主側のそれへの抵抗とによって動態的である。この関係の（共同体規約，
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領主への特許状，などに見られる）ヂたてま幻と（裁判記録，徴税記録，などに見られる）

「実態」とを識心しつつ，その歴史的変化を理解すること。単一でも均質でもない大公国の

全体を貫いて存在する一つの組織，サント・ステーファノ騎士麺が，大公国の統合化に果た

した役割を興野的に把握すること。フィレンツェ共和国では，都甫フィレンツェが他の都市

や農村（共同体）などを従属させていたが，大公国でも，フィレンツェはフィレンツェ国家

の地域共同体の行政官（の一部，残りの一部は大公が指名する）をフィレンツェ市民の中か

ら選出して派遣するという権利をもっていた。フィレンツェ国家の領域の統治権は，「公」

（「フィレンツェ共和国の公」あるいは「フィレンツェ公」）にあるのか，それとも「公」と

フィレンツェとが分有しているのか。換言すれぽ，共和国時代の「フィレンツェによる領域

支配」の構造が，大公国時代にどのように変化したかを解明すること。最後に，四種類の領

域のうちの上記C，Dの実態を把握すること。
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